
小規模企業共済
平成 27 年 8 月

【改正のポイント】 
＜ 共済金関係 ＞ 
 

 
 

◆「配偶者等への事業全部譲渡」
     個人事業主が配偶者や共同経営者に事業を譲渡した場合

Ａ共済金が支給されます。

◆「役員の任意退任（
会社役員が65 歳以上で退任した場合には、老齢給付と同様に
されます。    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

◆共済金を受給できる
「甥・姪」まで拡大

 1 共済事由の引き上げによる共済金受取り額のアップ

共済金を受給できる遺族の範囲を拡大 2 

小規模企業共済法が改正されました
月 21 日改正・公布の日から１年以内に施行

「配偶者等への事業全部譲渡」をＡ共済に引上げます
配偶者や共同経営者に事業を譲渡した場合には、

金が支給されます。 

役員の任意退任（65 歳以上）」をＢ共済に引上げます
歳以上で退任した場合には、老齢給付と同様に

   ※ 上記のケースは、従来は準共済金でした。

共済金を受給できる遺族の範囲を生計維持関係のない「ひ孫」、
拡大します 

引き上げによる共済金受取り額のアップ

受給できる遺族の範囲を拡大します。

 

されました 
公布の日から１年以内に施行 

ます。 
には、廃業と同様に 

ます 
歳以上で退任した場合には、老齢給付と同様にＢ共済金が支給 

金でした。 

生計維持関係のない「ひ孫」、  

引き上げによる共済金受取り額のアップ 

します。 



 
 
   ◆分割共済金の受け取り
    「年４回」から「
 
 
 

 ◆ 申込金を廃止します
 ◆ 掛金月額の減額要件
 ◆ 納付月数通算の
 ◆ 「やむを得ない掛金滞納

 
 

 3 分割共済金の支給回数を増やします。

法改正でさらに魅力

『小規模企業共済
是非ご検討下

 4   その他～ 手続き関係

受け取り回数を 
」から「年６回」（1､3､5､7､9､11月）に増やします。

します 
減額要件を廃止します（委託機関による確認も廃止）

の事由に「共同経営者の独立開業」を追加
やむを得ない掛金滞納による機構解約の例外」を追加

分割共済金の支給回数を増やします。 

魅力がアップする 

小規模企業共済』を 

検討下さい。 

手続き関係 

 

増やします。 

（委託機関による確認も廃止） 
を追加します 
を追加します 


